
区分 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児

円 円 円

0 0 0

Ｂ 市町村民税非課税 1,600 1,100 1,100

Ｃ１ 均等割の額のみ 7,400 5,200 5,200

Ｃ２
所得割の額が
10,000円未満

8,000 5,900 5,900

Ｃ３
所得割の額が
10,000円以上

9,000 6,900 6,900

Ｄ１ 1,500円未満 10,000 8,000 8,000

Ｄ２
1,500円以上
7,500円未満

11,900 9,700 9,700

Ｄ３
7,500円以上
15,000円未満

14,200 12,200 12,200

Ｄ４
15,000円以上
30,000円未満

18,400 15,800 15,600

Ｄ５
30,000円以上
45,000円未満

23,900 20,600 17,400

Ｄ６
45,000円以上
60,000円未満

29,800 21,100 17,400

Ｄ７
60,000円以上
75,000円未満

37,100 21,500 18,200

Ｄ８
75,000円以上
90,000円未満

41,900 21,500 18,400

Ｄ９
90,000円以上
112,500円未満

43,900 21,700 18,800

Ｄ10
112,500円以上
142,500円未満

44,600 22,100 19,000

Ｄ11
142,500円以上
312,500円未満

45,600 22,400 19,600

Ｄ12 312,500円以上 46,000 22,400 19,600

徴収基準額（月額）

定義

（１）　第３子軽減制度
　　　　１８歳未満の子を３人以上養育している場合で３人目からの園児の保育料は無料。（私的契約児に
　　　　ついては、徴収基準額から10,000円の減額。）
（２）　多子軽減制度（実施児のみ）
　　　　２人以上の児童が、保育園、幼稚園等の入所している場合、児童の保育料は下記のようになります。
　　　　１　年齢の高い児童は基準額
　　　　２　上記１以外の児童のうち年齢が最も高い児童は基準額の１/２（１００円未満切捨て）
　　　　３　上記１・２以外の児童は　０円
（３）　私的契約児については、児童の年齢の最高額の徴収基準額となります。
（４）　保育料の適用年齢は、４月１日現在の満年齢です。

前年度分の
所得税

非課税世帯

Ａ

前年分の
所得税
課税世帯

生活保護世帯及び中国残留邦人
等の円滑な帰国の促進及び永住帰
国後の自立の支援に関する法律に
よる支援給付受給世帯

知立市保育所保育料徴収基準額表

兄弟
同時入所

一番年上
　　　基準額

２番目
　　　　１/２

３番目以降
　　　　０円

階層区分


